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１ 目的 

本ガイドラインは、宇部市が発注する工事及び業務において、受発注者双方の業務効

率化を目的として行う遠隔臨場に必要な事項を定める。 

 

２ 用語の定義 

（１）遠隔臨場 

モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、立会、確認を

行うこと 

（２）モバイル端末等 

現場状況等を撮影し、通信する機能を有する機器の総称 

（ウェアラブルカメラ、スマートフォン、タブレット、情報共有システムによる Web 

カメラ等） 

 

３ 対象 

宇部市が所管する全ての工事及び業務委託（工事に係る測量、地質・土質調査、設計）

を対象として、受発注者の協議により遠隔臨場を実施できるものとする。 

 

４ 実施方法 

（１）事前打合せ 

受注者は、遠隔臨場の実施に先立ち、遠隔臨場の適用（遠隔臨場で確認する項目・内

容）、利用するツールについて打合せを行うものとする。 

（２）段階確認・立会・確認の実施 

受注者は、モバイル端末等により、監督職員または現場技術員（以下「監督職員等」 

という。）に対して映像と音声の同時配信と双方向の通信を開始する。 

監督職員等が必要な情報を得ることができた場合に、臨場に代えることが出来るも 

のとする。ただし、監督職員等が必要な情報を得られなかったと判断する場合には、受

注者にその旨を伝え、現場臨場により実施するものとする。 

（３）記録と保存 

受注者は、遠隔臨場の映像と音声を配信するのみであり、記録と保存を行う必要はな

い。 

５ 機器等の手配・仕様 



受注者は、遠隔臨場の実施に必要なモバイル端末等の手配や通信環境等の準備を行う

ものとする。また、利用するツールについては、６ 推奨ツールで定めたものを参考に、

受発注者の協議により決定すること。 

 

６ 推奨ツール 

Teams、Zoom、Webex、情報共有システムで利用できる会議システム 

上記以外のツールについては、セキュリティ等の関係により極力使用しないこと。 

 

７ 費用 

受注者が行うモバイル端末等の手配や通信に要する費用は、経費に含むものとし別途

計上しない。 

 

８ 留意事項 

（１）安全対策の徹底 

遠隔臨場では、撮影者の意識が対象物や画面に集中し、足元等への注意が薄れる等、

事故につながるおそれがあるため、遠隔臨場実施時の安全確保対策を徹底すること。 

（２）プライバシー等への配慮 

受注者は、被撮影者となる作業員に事前に了解を得ること、プライバシーを侵害する

音声を配信しないこと、施工現場外や作業員以外の人物等ができる限り映り込まないこ

と等に留意すること。 

 

９ その他 

本ガイドラインは、遠隔臨場以外でのモバイル端末等の積極的な活用を妨げるもので

はない。 

 

（適用年月日） 

このガイドラインは令和８年４月１日以降に入札公告または指名通知を行う工事及び業

務委託（工事に係る測量、地質・土質調査、設計）から適用するものとする。 


